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令和５年度守谷市財政健全化審査意見書の提出について 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３

条第１項の規定により審査に付された、令和５年度健全化判断比率及びその算

定の基礎となる事項を記載した書類について審査したので、次のとおり審査意

見書を提出する。 

 

  



令和５年度守谷市財政健全化審査意見書 

 

１ 審査の対象 

 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及びその

算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

２ 審査の期間 

 令和６年７月１６日から令和６年８月１６日まで 

 

３ 審査の方法 

 財政健全化審査に当たっては、令和５年度決算に基づく健全化判断比率及び

その算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているかどうか

を主眼として実施した。 

 

４ 審査の結果 

 審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書

類は、いずれも適正に作成されており、前年に引き続き、健全な状態を維持し

ているものと認められる。 

 

健全化判断比率 令和５年度 早期健全化基準 備 考 

① 実質赤字比率 ― １２．８５％ 黒字につき比率なし 

② 連結実質赤字比率 ― １７．８５％ 黒字につき比率なし 

③ 実質公債費比率 ４．４％ ２５．０％ 
 

④ 将来負担比率 ― ３５０．０％ 
実質的な将来負担額

なし 

 ※「―」は該当なし 

 

①  実質赤字比率 

 令和５年度の実質収支は黒字であるため、当該比率の値はない。 

②  連結実質赤字比率 

 令和５年度の連結実質収支は黒字であるため、当該比率の値はない。 

③  実質公債費比率 

 令和５年度の実質公債費比率は、直近３箇年平均では４．４％となっており、



前年度の４．５％と比較すると０．１％の減少となっている。単年度の比率を

見ると、令和３年度が４．７％、令和４年度が４．８％、令和５年度が３．７％

であり、住宅・宅地関連公共公益施設整備費の償還金が、令和５年度に減少し

たことが大きな理由である。ただし、令和６年度には、新たに返済が始まる市

債もあることから、今後は増加していく可能性が高く、この減少は一時的なも

のであると考えられる。しかしながら、現状の比率は、早期健全化基準の２５．

０％を大きく下回っており、おおむね良好な状態を維持しているといえる。 

④  将来負担比率 

 令和５年度の将来負担比率は、実質的な将来負担額が発生しないため、当該

比率の値はないので、良好な財政状態といえる。 

 

５ 是正改善を要する事項 

 特になし。 

 


